
取手市議会委員会条例の改正を求める陳情

・陳情趣旨

取手市議会は委員会中心主義により運営され、各議員は地方自治法第 109 条を根拠として、

取手市議会委員会条例により各常任委員会のいずれかの委員になることを同条例第２条の

２は定めている。然しながら取手市議会議員として議会に存在することに異議を決議された

議員がいる。平成 28 年 10 月 12 日、臨時議会において飯島悠介議員に対し、議員辞職の決

議について、全員賛成により議決した事実により市民の代表として政治家の政治責任を明確

にしたものであり、飯島市議は、それに対し議席の効力について、法律上権利を有効に行使

した。

地方自治法第 109 条は条例制定の根拠であり、委員についての保障をしているとは解すこ

とはできず同委員会条例第２条の２を改正し、今般発生した事件に鑑みこのような議員は委

員会より排除し、その任期中、謹慎させる手続きを作りあげることを求め陳情する。

・陳情事項

１．市議会議員の質向上の一環として辞職決議が議決された当該議員の委員会活動停止さ

せる取手市議会委員会条例の改正をすること。

以上、陳情する。個人情報については公開することを可とする。
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